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住友 商事株式会社 と 住 裔 マ リ ン株式会社

と の吸収匁割 に 関す る 事項 に つ いて

亨ロ
2021 年1 月29 日

住友 商 事株式会社 （ 以 下 「 吸収分割 会社」 又 は 「 住 南 」 と いい ま す。 ） と 住 商 マ リ ン株式

会社 （ 以 下 「 吸 収分割承継会社」 又 は 「 住 商 マ リ ン」 と い い ま す。 ） は、2020 年12 月22 日

付吸 収分割契約 の 定 め る と こ ろ に よ り 、2021 年4 月1 日 を効 力 発 生 日 （ 以 下 「 本効 力 発 生

日 」 と いい ま す。 ） と し て 、 吸 収分割 会社が吸 収分割 承継会社 に対 し て 吸 収分割 会社の船舶

事業部 に て 営 む船舶 ト レー ド 事業 に 関す る 権利 義務 を承継 さ せ る 吸 収分割 （ 以 下 「本吸 収分

割 」 と い い ま す。 ） を行 う こ と を決定致 し ま し た 。 本吸 収分割 に 関 し 、 会社法第782 条第1

項及 び会社法施行規則 第183 条 並 び に会社法第794 条第1 項及 び会社法施行規則 第192 条

に 定 め る 事項 は以 下 の と お り です。

1. 吸 収分割 契約 の 内 容 （ 会社法第782 条第1 項及 び第794 条第1 項 ）

別紙l の と お り です。

2. 会社法第758 条第4 号 に掲 げ る 事項 につ いて の定 め の相 当性 に 関す る 事項 （ 会社法施

行規則 第183 条第1 号イ 及 び第192 条第1 号 ）

吸 収分割会社 は吸 収分割承継会社の唯一 の株 主 で あ る た め 、 吸収 分割承継会 社 は 、 本吸

収 分割 に 際 し て 吸 収 分割会社 に対 し 、 本 吸 収 分割 に よ り 吸 収 分割 会社 か ら 承継す る 権

利義務 の 対価 を 交付 し な い こ と と 致 し ま し た 。



 

3. 計算書類等に関する事項 

 

(1) 吸収分割会社及び吸収分割承継会社の計算書類等（同規則第 183 条第 4 号イ及び第 192

条第 4 号イ） 

 

吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等は別紙 2、吸収分割承継会社の最終事業

年度に係る計算書類等は別紙 3 のとおりです。 

 

(2) 吸収分割会社及び吸収分割承継会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする

臨時計算書類等の内容（同規則第 183 条第 4 号ロ及び第 192 条第 4 号ロ） 

 

該当事項はございません。 

 

(3) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財

産の状況に重要な影響を与える事象（同規則第 183 条第 4 号ハ、第 5 号イ及び第 192 条

第 4 号ハ、第 6 号イ） 

 

① 吸収分割会社の最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与え

る事象 

 

吸収分割会社の 100％子会社である Summit Ambatovy Mineral Resources Investment B.V.

（以下「SAMRI」といいます。）を通じて 54.17％を出資しているマダガスカルにおける

ニッケル採掘事業会社である Ambatovy Minerals S.A.及びニッケル精錬会社である 

Dynatec Madagascar S.A.（以下両社を称して「プロジェクト会社」といいます。）におい

て、新型コロナウイルス感染拡大に伴う操業の一時停止及びニッケル中・長期価格見通

しの下落等を踏まえ、プロジェクト会社の事業計画を見直した結果、プロジェクト会社

が保有する固定資産につき、2021 年 3 月期第 1 四半期連結決算において、回収可能価

額まで減損損失を計上しております。また今回の操業停止を含む過去の実績も踏まえ

た上で、再開後の高位安定操業をより確実なものとすべく、改めて事業計画における将

来の生産量を見直した結果、2021 年 3 月期第 3 四半期連結決算において、プロジェク

ト会社が保有する固定資産において、追加で減損損失を計上することになりました。こ

れに伴い、当社の連結決算及び個別決算におきまして、以下の通り追加での損失を計上

する見込みとなりました。 

 

 



（1） 連結決算 

SAMRI のプロジェクト会社に対する投資につき、「持分法による投資損失」約 300 億円

を計上見込みです。（2020 年 7 月 20 日に開示致しました約 550 億円に加えて、追加で

の計上となります。） 

 

（2） 個別決算 

当社の SAMRI に対する投資につき、「投資有価証券評価損」約 475 億円を営業外費用

として計上見込みです。（2020 年 7 月 20 日に開示致しました約 800 億円に加えて、追

加での計上となります。） 

 

 

吸収分割会社の 100％子会社である Summit Southern Cross Power Holdings Pty Ltd を通じ

て 49.99％を出資しているオーストラリアにおける石炭火力発電事業会社 Bluewaters 

Power 1 Pty Ltd と Bluewaters Power 2 Pty Ltd（以下両社を称して「プロジェクト」とい

います。）について、2020 年 8 月に返済期限が到来したプロジェクトファイナンスに関

して、レンダーに対して要請していた借換が為されなかったことなどを踏まえ、プロジ

ェクトからの回収可能価額を見直した結果、吸収分割会社のグループが保有する投融

資につき減損損失等を計上しております。これに伴い、要約四半期連結包括利益計算書

において 11,199 百万円の損失を「持分法による投資損益」、15,102 百万円の損失を「そ

の他の損益」に計上しております。 

 

インドネシア自動車金融事業において、新型コロナウイルス感染拡大の想定以上の長

期化による経済状況の悪化を踏まえ、長期事業計画の見直しを行った結果、吸収分割会

社のグループが保有する投資につき 15,032 百万円の減損損失を要約四半期連結包括利

益計算書の「持分法による投資損益」に計上しております。  

 

② 吸収分割承継会社の最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を

与える事象 

 

該当事項はございません。 

 

4. 債務の履行の見込みに関する事項（同規則第 183 条第 6 号及び第 192 条第 7 号） 

 

債務の履行の見込みに関する事項は別紙 4 のとおりです。 

 

以上 



別紙 1 吸収分割契約 

 

  













別紙 2 吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等 

 

  



事 業 報 告

第 152期

2019 年 4月 1 日から

2020 年 3月 31 日まで

東京都千代田区大手町二丁目3番 2号

住友商事株式会社

　　　　　　　　　　　　　



事業報告 (2019 年4月1日から2020 年3月31 日まで)

1. 住友商事グループの現況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果

(1) 企業環境
当期の世界経済は、緩慢な成長に留まりました。長期に渡る米中通商問題の緊張により先行き

不透明感が強まったことで、貿易や投資が伸び悩んでいましたが、2020 年に入り新型コロナウ

イルス (COW【D‐19) が世界的に感染拡大し、経済活動には未だかつて経験したことのないよう

な制約要因となり、世界の経済活動は急減速しました。米国では、低失業率を背景に個人消費は

景気の下支えとなってきましたが、新型コロナウイルス (C0の[D‐19) の影響で足下では失業が

急激に増加し、経済活動に深刻な悪影響を及ぼしています。中国では、米国との通商問題の深刻

化が経済活動の重しとなり、消費者マインドが悪化したことで、自動車など耐久財の消費に陰り

が見られていたところに新型コロナウイルス (COW[D‐19) の感染拡大が重なり経済活動に甚大

な影響が出ています。欧州でも予てから景気回復の動きが弱まっていたところに、新型コロナウ

イルス(COW[D‐19)の感染拡大が景気に対して極めて強い下押し圧力となっています。国際商品

市況では、需要鈍化の影響により、多くの商品価格は下落傾向となりました。特に原油は、生産

調整の不調に加えて、パンデミック対応による移動制限が重なったことで需給バランスが短期間

で大きく崩れ、価格は暴落しました。

国内経済は、外需の低迷や消費増税により個人消費の伸びが減速基調となるなど景気回復の動

きが弱まっていたところに、新型コロナウイルス (COW[D‐19) 感染拡大により経済活動は停滞

し、極めて厳しい状況を迎えることになりました。

(2) 全体業績及び財政状態
① 全体業績
当期の親会社の所有者に帰属する当期利益 (注1)は 1,714億円となり、前期に比べ 1,492億円の

減益となりました。一過性損益については、米国を中心とした鋼管事業において、原油価格の下

落などによる減損損失及び在庫評価損を計上したことや、ボリビア銀・亜鉛・鉛事業での一過性

損失を計上したことなどから約 770億円の損失となり、前期に比べ約 690億円の減益となりま

した。

一過性を除く業績は約 2,480億円となり、前期に比べ約 810億円の減益となりました。非資源

ビジネス (注2)は、電力 EPC案件に係る建設工事が進捗したことや不動産事業が堅調に推移した-

方で、北米鋼管事業が需要減少などにより減益となったことや、米中貿易摩擦などの影響で自動

車関連事業が低調に推移したことなどにより減益となりました。また、資源ビジネス(注3)は、主

に資源価格の下落によりボリビア銀・亜鉛・鉛事業や豪州石炭事業などで減益となりました。



(単位 =億円)
第 151期

(2018年度)

第 152期

(2019年度)
増減

当期利益
(親会社の所有者に帰属)

3,205 1,714 △ 1,492

一過性損益 約△80 約△770 約△690

一過性を除く業績

(内、資源ビジネス)

(内、非資源ビジネス)

約 3,290

(610)

(2,680)

約 2,480

(250)

(2,230)

約△810

(△360)

(△450)

基礎収益 (注4) 3,207 2,220 △一988

基礎収益キャッシュ罵フロー
(注5)

2,900 2,390 △510

(注 1) 「親会社の所有者に帰属する当期利益」は、住友商事の株主に帰属する純利益を示してい

ます。

(注 2) 非資源ビジネスとは、全社で行っているビジネスのうち、資源ビジネス (以下、 (注 3)

をご参照ください。) 以外のビジネスを指します。

(注 3) 資源ビジネスとは、「資源第一本部」「資源第二本部」「エネルギー本部」が行っている

ビジネスを指します。

(注 4) 「基礎収益」=( 売上総利益十販売費及び一般管理費 (除く貸倒引当金繰入額)+利息収支

十受取配当金) × (1-税率)+ 持分法による投資損益

(注 5) 「基礎収益キャッシュ ・フロー」 = 基礎収益 - 持分法による投資損益十持分法投資先から

の配当

② 財政状態
(a)資産、負債及び資本の状況

当期末の資産合計は、円高に伴う減少があった一方で、IFRS第 16号 「リース」適用による増

加があったことなどから、前期末に比べ 2,121億円増加し、8兆 1,286億円となりました。

資本のうち親会社の所有者に帰属する持分(注1)は、親会社の所有者に帰属する当期利益の積み

上げがあった一方、円高の影響や配当金の支払があったことなどから、前期末に比べ 2,274億円

減少し、2兆 5,441億円となりました。

現預金ネット後の有利子負債 (注2)は、前期末に比べ 417億円増加し 2兆 4,688億円となりまし

た 。

結果、ネ ッ トのデ ッ ト・エクイティ ・レシオ (注3)は、 1.0 倍 とな りました。



(注 1) 「資本のうち親会社の所有者に帰属する持分」は、資本のうち住友商事の株主に帰属する

持分を示しています。

(注 2) 「有利子負債目こは、社債及び借入金(流動・非流動)の合計であり、リース負債は含まれて

いません。

(注 3) 「ネットのデット・エクイティ ・レシオ」 (Debt‐EquityRatio) は、現預金ネット後の有

子負債を、「資本のうち親会社の所有者に帰属する持分」で除して算出したものです。

(b) キャッシュ ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金が増加した一方で、コアビジネスが資金を

創出 し、基礎収益キャッシュ ・フローが 2,390億円のキャッシュ ・インとなったことなどか ら、

合計で 3,266億 円のキャッシュ ・インとな りました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、英国洋上風力発電事業の売却や航空機エンジンリース

事業の共同事業化など資産入替えによる回収が約 1,200億円あった一方で、北欧駐車場事業の買

収や米国オフィスビルの取得など、約 3,500億円の投融資を行ったことなどから、2,034億円の

キャッシュ ・ア ウ トとなりま した。

これらの結果、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加

えた フ リー キ ャ ッシュ ・フ ロー は 、 1,232 億 円の キ ャ ッシ ュ ・イ ン とな りま した。

財務活動によるキャッシュ ・フローは、配 当金の支払などにより、 577億円のキャッシュ ・

アウトとなりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末に比べ 500億円増加し 7,104億円とな

りました。

③ 2019年度年間配当金
当社は、2019年度第 2四半期連結決算発表時に、2019年度の親会社の所有者に帰属する当期

利益の通期見通しを、期初予想の 3,400億円から 3,000億円に修正しましたが、その主な要因

がキャッシュベースの収益力の低下によるものであったことから、2019年度の予想年間配当金

を、配当性向 30%程度を目安とする「中期経営計画 2020における配当方針」に基づき、期初予

想の 1株当たり 90円 (普通配当 80円、創立 100周年記念配当 10円。) から 1株あたり80円

(普通配当 70円、記念配当 10円。) に修正しました。

2019年度の親会社の所有者に帰属する当期利益は、新型コロナウイルス (COVm‐19) による

感染拡大及びこれに伴う事業環境の急速な悪化等により、1,714億円となり、修正後の業績予

想からさらに大幅に悪化したものの、その主な要因がキャッシュ・フローの流出を伴わない-

時的な損失であることから、長期にわたる安定配当という基本方針を踏まえ、2019年度の年間

配当金は修正後の 1株当たり80円 (普通配当 70円、記念配当 10円。 ) を維持しています。中

間配当金は 45円 (普通配当 35円、記念配当 10円。) でしたので、当期の期末配当金として、

1株当たり35円を本年 6月に開催予定の定時株主総会にてお諮りすることとします。

④ 2020年度の業績見通しと年間配当金予想額



2020年度の業績見通しについては、新型コロナウイルス (COVID‐19) の感染拡大による影響

の度合いを合理的に見通すことが困難であり、現時点では連結純利益の見通しを開示できる状

況に至っておりませんが、各国のロックダウンが解除される等、経済活動再開に係る情報を確

認、精査した上で、可及的速やかに業績予想を公表いたします。

また、2020年度の年間配当金予想額については、2020年度の業績見通しが上記の状況ではあ

りますが、普通配当を 1株当たり 70円 (中間 35円、期末 35円。 ) としています。これは足元

の事業環境下、業績の落ち込みは避けられませんが、長期にわたる安定配当という基本方針を

踏まえ、1株当たり70円 (2019年度の年間配当予定額である 1株当たり80円から記念配当 10

円を除いた配当額) を予定しているものです。

(3) セグメント別の状況

① セグメント別当期利益又は損失

当期利益又は損失 (△)( 親会社の所有者に帰属)
(億円)

第 151期

(2018年度)

第 152期

(2019年度)

金属 405 △500

輸送機・建機 520 300

インフラ 644 617

メディア・デジタル 475 383

生活・不動産 421 513

資源・化学品 685 432

消去又は全社 57 △30

(注)1. 上記「当期利益又は損失 (△)( 親会社の所有者に帰属) 」の数値は、億円単位を四捨五入しているた
め、個々の内訳を足し上げた計と合計値は必ずしも一致していません。

(参考)株主に提供する株主総会招集通知 (事業報告を含む。) においては、

上記の数字をグラフで表示

② 各セグメント別の業績概要
塗属事業部門1

事業概要
● 薄板・厚板・線材などの鋼材及び油井管・ラインパイプなどの鋼管をはじめとした鉄鋼製

品並びにアルミ・チタンなどの非鉄金属製品の取引
● 鋼材・鋼管・非鉄金属の各種加工及び関連事業

業績概要
金属事業部門では、北米鋼管事業が減益となったことや、海外スチールサービスセンター事業
が低調に推移したことに加え、米国を中心とした鋼管事業で減損損失及び在庫評価損を計上し



たことなどから、前期に比べ 905億円減益の 500億円の損失となりました。

(参考)151 期 (2018年度)・152期 (2019年度)

金属事業部門の当期利益グラフを挿入

1輸送機・建機事業部門1

事業概要
● 船舶、航空機、自動車、自動二輪車、建設機械、鉱山機械、農業機械、産業車両及びこれ

らの関連設備機器・関連部品の取引並びにこれらに関する事業
● リース ・ファイナンス事業

業績概要
輸送機・建機事業部門では、船舶事業や自動車関連事業が低調に推移したことに加え、建機販
売事業が減益となったことなどから、前期に比べ 220億円減益の 300億円となりました。

(参考)151 期 (2018年度)・152期 (2019年度)

輸送機・建機事業部門の当期利益グラフを挿入

ーインフラ事業部門1

事業概要
● 上下水道・鉄道 ・空港 ・スマー トシティ開発などの社会インフラ事業

● IPP 事業 (注1)、電力 EPC 事業 (注2)及び国内外における電力卸・小売事業などの電力イン

フラ事業

・ 太陽光発電・風力発電などの再生可能エネルギー関連事業

. 次世代電池・リサイクルなどの環境関連事業

● コンテナターミナルを含めた物流・保険・海外工業団地などの物流インフラ事業

(注 1) 当社が工PP(lndependentPowerProducer= 独立系発電事業者 ) として発電

設備を所有し作った電気を現地の電力公社などに販売する事業。

(注 2) 当社 が発 電 所 の設 計 (En 鎮neering) 、調 達 (Procurement) 及 び 建 設

(Construction) を一括 して請け負 う事業。

業績概要
インフラ事業部門では、前期に比べ 27億円減益の 617億円となりました。大型賦PC 案件に

係る建設工事が進捗したことに加え、発電事業が引き続き堅調に推移しました。



(参考)151 期 (2018年度)・152期 (2019年度)

インフラ事業部門の当期利益グラフを挿入

1メディア・デジタル事業部門1

事業概要
・ ケーブルテレビ、多チャンネル番組供給、テレビ通販事業及びデジタルメディアなどのメ

ディア事業
● ICT プラッ トフォーム ・IT ソリューション事業、グローバル CVC( コーポ レー トベ ンチ

ャーキャピタル) 事業 (注1)などのデジタル事業

● 情報通信インフラ事業及び付加価値サービス事業などのスマートプラットフォーム事業
(注 2)

(注 1) 当社事業とのシナジー効果の獲得を目的としたベンチャー投資を行う事業。

(注 2) 最先端の ICT技術等を活用した新しい情報通信サービス・製品の基盤となる
事業。

業績概要
メディア・デジタル事業部門では、国内主要事業会社が堅調に推移した一方、前期に資産入替
えに伴う一過性利益を計上したことや、ミャンマー通信事業が決算期変更による反動で減益と
なったことなどから、前期に比べ 92億円減益の 383億円となりました。

(参考)151 期 (2018年度)・152期 (2019年度)

メディア・デジタル事業部門の当期利益グラフを挿入

1生活・不動産事業部門1

事業概要
・ 食品スーパー・ヘルスケアなどのライフスタイル ・リテイル事業

● 青果・食肉・砂糖などの食料・食品の生産・加工・流通事業

● 木材・建材・バイオマスなどの生活資材及び総合不動産事業

業績概要
生活・不動産事業部門では、国内主要事業会社及び不動産事業が堅調に推移したことなどから、

前期に比べ 92億円増益の 513億円となりました。

(参考)151 期 (2018年度 )・152期 (2019年度)

生活・不動産事業部門の当期利益グラフを挿入



1資源・化学品事業部門ー

事業概要
● 石炭、鉄鉱石、非鉄金属原料、石油・ガス及び炭素関連原材料・製品に関する事業

● 合成樹脂、有機・無機化学品、電池用材料・電子材料、医薬、化粧品、農薬及び肥料に関

する事業

業績概要
資源・化学品事業部門では、マダガスカルニッケル事業で前期に減損損失を計上した反動があった
一方、資源価格の下落などによりボリビア銀・亜鉛・鉛事業や豪州石炭事業が減益となったことなどか

ら、前期に比べ 253億円減益の 432億円となりました。

(参考)151 期 (2018年度)・152期 (2019年度)

資源・化学品事業部門の当期利益グラフを挿入

(4)「中期経営計画2020」の進捗

当社は、2018 年 5月に、2020 年度までの 3か年を対象とする「中期経営計画 2020」を策定
しま した。

< 中計のグランドデザイン挿入>

2019年度における「中期経営計画 2020」の取組状況は、以下のとおりです。

① 成長戦略の推進の状況
(a) 既存事業のバ リューア ップ

「既存事業のバリューアップ」を目指し、各事業部門の既存事業において、成長ポテンシ
ャルの追求・実現に取り組みました。

(b)次世代新規ビジネス創出
加速度的にビジネス環境が変化する中で、大きな成長が見込まれる分野に経営資源を集中

的に投下することとしています。具体的には、デジタル トランスフオ」〆 - シ ョン (注 1)の

加速によるビジネスの高度化やビジネスモデルの変革が期待できる 「テクノロジー×イノ
ベーション」分野、高齢化等の影響により市場の急速な拡大が見込まれる「ヘルスケア」分
野、人口増大、都市化の進展によるスマー トシティ・都市開発及びインフラ整備事業等の成
長が見込まれる「社会インフラ」の 3分野を対象にしています。

2019年度は、この 3分野に合計で約 800億円の投資を実行しました。

(注 1) 工oT、ビッグデータ、A1 といった革新的なデジタル技術の進化を背景に、さまざまなビジネス領
域で最先端の ICT技術を活用した既存事業の高度化・新規事業開発。

(c) プラットフォーム事業の連携深化
当社グループが有するさまざまな事業基盤や機能は、あらゆる「産業」「社会」「地域」に

繋がる多くの「接点」を有しており、新たな価値を生み出す原動力になっています。「顧客
基盤」「通信 ・放送 ・ネ ッ トワーク」「リース ・レンタル ・シェア リング」「デジタルプラッ

トフォーム」などの事業基盤を通じ、事業と事業の掛合せや組織間の連携によって、新たな



価値の創造に取り組んでいます。

2019年度において、成長戦略の推進に向けた主な取組は次のとおりです。

既存事業のバリュ
一アップ

・米国 コイルセ ンター Magic Steel への出資 (金属 )

・浅間技研工業の買収による鋳造事業の強化 (輸送機・建機)
・フィリピン南北通勤鉄道車両の受注 (インフラ)
・神田スクエア竣工等の不動産事業の推進 (生活・不動産)
・全社デジタル トランスフォーメーションの推進 (メディア・デジタル)
・資源上流案件 (マダガスカルニッケル事業、チリ銅・モ リブデン鉱山事
業、ボリビア銀・亜鉛・鉛事業など)の早期収益化やコスト競争力の強化
(資源・化学品)

次世代新規ビジネ
ス創出

< テクノロジー X イノベーション >
・石油ガス掘削自動化 ソフ トウェア開発事業 Sekalへの出資 (金属 )
・5G 関連事業 (ローカル 5G ソ リュー シ ョン、基地局 シェア リング )( イ

ンフラ、メディア ・デジタル )
・プ リンテ ッ ド・エ レク トロニクス (注2}分野 にお けるエ レファンテ ック

への出資 (資源・化学品)
<ヘルスケア〉
・マレーシアにおけるマネージ ドケア事業 (注3)の推進 (生活 .不動産 )
< 社会インフラ >
・北欧駐車場事業 A工MO Parkの買収 (輸送機・建機)

プラットフオーム

事業の連携深化
・ハノイ北部スマー トシティ開発 (インフラ)
・農業資材直販事業の横展開の推進 (資源・化学品)

(注 2) 印刷技術を活用し、電子回路や電子デバイスを製造する技術のこと。金属のインクを基材に直接
塗布することで、製造工程の簡略化や製品の小型化・薄型化が可能となる。

(注 3) 民間の医療保険会社・医療機関と連携して、より良質で安価な医療の推進と個人の健康管理の向
塗布することで、製造工程の簡略化や製品の小型化・薄型化が可能となる。
民間の医療保険会社・医療機関と連携して、より良質で安価な医療の推進
上を目指す仕組みづくりを行う医療関連サービス事業。

② 事業支援機能拡充の状況
成長戦略を推進するための全社的枠組みとして、「新規事業開発支援」「フルポテンシャル

プラン」「アセ ッ トサイクルマネジメン ト」「デジタル トランスフォ」〆- ション」の 4つの

「事業支援機能」の拡充に取り組んでいます。
「新規事業開発支援」では、全社視点で次世代ビジネスを育成していく仕組みづくりに取

り組んでいます。ヘルスケア、スマー トシティ等の成長ポテンシャルの高い分野において、
組織間連携を通じ、全社プロジェクトとして取り組む体制を強化しています。

「フルポテンシャルプラン」では、未だ所期の成果を上げるに至っていない改善余地のあ
る事業会社や、更なる成長が期待できる事業会社を対象に、事業価値最大化のための具体策
を策定し、実行状況を重点的にモニタリングすることを通じ、全社ポー トフォリオの更なる
質の改善を図っています。

「アセットサイクルマネジメント」では、他人資本の活用により、各事業の資産効率を上
げるための支援を行っています。

「デジタル トランスフォーメーシ ョン」では、2018 年 4月に設立 した DXセンターを中心

に、各分野の知見やプラットフォーム事業基盤にテクノロジーを掛け合わせることで、当社
ビジネスモデルの変革に取り組んでいます。

2019年度においては、以下の取り組みを行いました。

新規事業開発支援 ・イスラエル におけるコーポ レー トベンチャーキャピタル
(cvc)(注4)設立により、当社 とベンチャー企業の連携体制をグ

ローバルに強化
・社内起業制度 「0→ 1チャレンジ (ゼロワンチャレンジ) にお
ける個人情報管理 ・活用ツール 「iscream( アイスクリーム) 」



が事業化に向けて実証実験開始
・社内外のさまざまなアイデアを融合させ、新たな価値を創造
す るた めのオ」プ ンイ ノベー シ ョンラボ と して、 「M工RAI LAB

PALETTE」をオープン

フルポテンシャルプラン 既存事業のバリューアップ支援の継続的取組
アセ ッ トサイクルマネジメ
ン ト

・物流施設 (当社開発物件を含む)を投資対象として組成され
た物流リートの上場
・当社が保有する英国の洋上風力発電事業を組み入れた再生可
能エネルギーファンドの出資組み入れ完了

デジタル トランスフオーメ
ー シ ョン (DX)

・DXセンタ」を設立し、業務効率化を初手に社内の意識改革を
推進。RPA( ロボテ ィ ック ・プ ロセス ・オ」 トメー シ ョン ) では、

10万時間以上の業務時間削減
・専門知識を保有した人材の採用・登用も進め、デジタル技術・
データを活用した、ビジネスモデル変革を加速
・海外拠点にも DX組織を展開、グローバルベースで 140名体制
とし、外部パー トナーとも DX を推進

(注 4) 当社事業とのシナジー効果の獲得を目的としたベンチャー投資を行うファンド。

⑧ 経営基盤の強化

(a)ガバナンスの高度化
取締役会における、各事業部門の部門戦略の進捗状況及び課題並びに課題への対応方針に

関する報告や、主要な委員会の活動報告、市況変動リスク、カントリー ・リスク等の集中リ
スクに関わるポー トフォリオ報告などのほか、取締役会オフサイトセッションにおける、ESG
(環境・社会・ガバナンス) を含むさまざまな重要経営課題についての議論により、取締役

会の執行に対するモニタリング機能の更なる強化に取り組みました。
また、グローバル連結べ」スでのグループガバナンスの実効性の維持・向上のため、2018

年度から、グループ標準ツールを活用しながら、連結子会社と対話することで内部統制の
状況を可視化し、業務品質の向上に取り組んでいます。2019年度は、この連結子会社との対
話をさらに推進しました。

(b)人材戦略の高度化
「Diversity & 工nclusion ~ 多様な力を競争力の源泉に ~ 」を基本コンセプ トに、各種人

事施策を導入し、成長戦略を後押ししています。部門・組織を越えたローテーションによる
重点分野への戦略的な人材投入、専門性の高い外部人材の採用拡充、海外転勤時の処遇に関
するグループ共通のルール導入等により、グローバル連結ベースで最適な人材を適時・適所
に配置できる体制を整備しています。また、多様な個々人が最大限に力を発揮できるよう、
「テレワーク制度」や「スーパーフレックス制度」の一層の活用と健康経営の推進を進めま
した。また、当社の退職者を対象 とした「SC A1umni Network」を立ち上げま した。当社 A1umni
(注5)との結びつきを高め、ビジネスイノベ←ションを起こすオープンな企業文化の醸成を

図ります。

(注 5) A1umni(アラムナイ) とは、大学の卒業生を意味し、転じて企業を離職した方の集まりを表す言葉と
して近年使われています。

(c)財務健全性の向上
経営基盤の更なる強化を目的として、配当後フリーキャッシュ・フローの黒字を確保する

ことにより、財務健全性の向上に努めています。また、コア ・リスクバ ッファー とリスクア
セ ッ トのバランス (注6)についても、引き続 きその維持に努めています。

(注 6) 「コア ・リスクバ ッファー」とは、「資本金」、「剰余金」及び 「在外営業活動体の換算差額」の
和から「自己株式」を差し引いて得られる数値で、当社は、最大損失可能性額である「リスクアセ
ット」を 「コア ・リスクバッファー」の範囲内に収めることを経営の基本 としています。



2. 対処すべき課題

① 「中期経営計画 2020」の取組と新型コロナウイルス (COVの‐19)の影響
「中期経営計画 2020」の取組の一つである既存事業のバリューアップについては、2019年度

上半期からの米中貿易摩擦と自動車関連産業の低迷により金属事業部門や輸送機・建機事業部門
における自動車関連ビジネスを中心に当初想定した成長の実現に課題を残しています。また、原
油価格等市況商品価格の下落の影響などにより、北米鋼管事業や資源関連事業が影響を受けてい
るほか、マダガスカルニッケル事業においては、オペレーションの高位安定化に向けた一層の取
組みが必要です。これら既存の課題事業のバリューアップ実現のため、全社を挙げて取り組んで
います。

2019 年度後半には新型コロナウイルス (COVID-19)の感染拡大という未曽有の事態が発生し
ました。当社の事業においては、インフラ、メディア・デジタル、生活・不動産の各事業部門の
多くの事業では底堅い収益創出を継続しており、当社業績を下支えしていますが、新型コロナウ
イルス (COW[D‐19)の感染拡大は、その他の事業部門のさまざまな事業に大きな影響を与える
こととなり、当社の事業活動全体への影響の大きさや期間を見通すことが困難な状況が続いてい
ます。

② 現状を踏まえた対応方針
現状においても当社グループは、十分な流動性資金を有し事業活動の継続に支障はなく、リス

クアセットに見合うリスクバッファーも確保・維持できる見込みであり、本年度も財務健全性の
更なる改善のための有利子負債の削減に取り組みながら、長期安定配当という基本方針に基づく
配当の支払を予定しています。

一方で、先行きの見通しにくい状況下、今後、さらに厳しい事業環境に晒された場合にも、新
型コロナウイルス (COVm-19) 収束後を見据えて、当社の事業活動をしっかりと継続していくた
めの手元流動性の確保・維持を最優先に経営を行います。そのため、今年は危機対応の一年と位
置づけ、当社グループの各事業において、キャッシュ・フローの悪化を最小限にとどめるために、
具体的施策を実行していきます。投融資については、これまでの計画をすべて一から見直し、真
に必要なものに厳選のうえ、優先順位を付けて実行していきます。また、経費の徹底した管理、
運転資金の改善及び資産削減の着実な実行に取り組みます。
同時に、これまでも行ってきた既存事業のバリューアップ、撤退すべき事業の見極めを加速

しつつ、収益力の早期回復を図るとともに、企業価値の向上に向けたポー トフォリオ戦略の見
直し、サステナビリティ経営の高度化等、各事業と当社グループ全体の大胆な構造改革にも取
り組んでいきます。

③ サステナビリティ経営の推進と高度化
当社グループでは、住友の事業精神、住友商事グループの経営理念 (注1)を踏まえ、事業活動を

通じて自らの強みを生かして優先的に取り組むべき課題を「社会とともに持続的に成長するため
の 6つのマテリアリティ (重要課題)」(注2)として特定し、サステナビリティ経営を実践してい
ます。

(注 1) 住友商事グループの経営理念については、●ページをご参照ください。
(注 2) 住友商事グループのマテ リアリティ (重要課題 ) については、●ページをご参照ください。

【上記の注記は、株主に提供する株主総会招集通知 (事業報告を含む。) には記載しますが、15日に決議
する事業報告には記載いたしません。】

新型コロナウイルス (COVID-19)が短期的にも中長期的にも社会に与える影響は多岐に亘ると
思われますが、今後世界が経済発展を目指し続けるうえで、気候変動問題はさまざまな社会課題
の中でも最優先に取り組まなければならない課題の一つです。すでに当社グル←プでは、気候変
動を巡る世界的な情勢を踏まえ、「気候変動問題に対する方針」を定めていますが (注3)、今後も
国際的な取組や事業環境の変化などを注視し、適宜方針を見直していきます。



また、社会課題に対する包括的方針として、「環境方針」及び「サプライチェーン CSR 行動
指針」を定めていますが、これらに加え、2020年 5月には、「住友商事グループ人権方針」(注4)
を策定し、企業に求められる社会的責任の一つとして人権を尊重する方針を明らかにしました。

(注 3) 気候変動問題に対する方針については、当社ウェブサイトに掲載しています。
https: 〃www.sumitomocorp.com/ia/lp/sustainability/environmental ‐managemLent/climLate

(注 4) 住友商事グループ人権方針については、当社ウェブサイトに掲載しています。
https: 〃www.sumitomLocorp.com/fa/ip/sustainability/csr

【上記の注記は、株主に提供する株主総会招集通知 (事業報告を含む。) には記載しますが、15 日に決議
する事業報告には記載いたしません。】

新型コロナウイルス (COVm‐19)により、社会が直面するさまざまな課題の緊急度に変化が生
じた場合でも、当社グループは、世界をリ←ドする企業グループとして、社会課題の解決と持続
可能な社会の実現に向けて、具体的な方針の策定や施策の実行を通じてサステナビリテイ経営の
高度化を推進していきます。

当社を取り巻く事業環境は非常に厳しいものがありますが、役職員一丸となってこの難局に取
り組み、早期に収益力を回復させることで、引き続き株主の皆様の期待、信頼に応えていく所存
です。

株主の皆様には、一層のご支援、ご鞭捷を賜りますようお願い申し上げます。

3. 財産及び損益の状況

区分
国際会計基準

第 148期

(2015年度)

第 149期

(2016年度)

第 150期

(2017年度)

第 151期

(2018年度)

第 152期

(2019年度)

収益 (億円) 40,108 39,970 48,273 53,392 52,998

売上総利益 (億円) 8,941 8,427 9,565 9,232 8,737

当期利益又は損失 (△) (億円)
(親会社の所有者に帰属)

745 1,709 3,085 3,205 1,714

1株当たり当期利益又は損失 (△) (円)
(親会社の所有者に帰属)

59.73 136.91 247.13 256.68 137.18

総資産額 (億円) 78,178 77,618 77,706 79,165 81,286

親会社の所有者に帰属する持分 (億円) 22,515 23,665 25,582 27,715 25,441

1株当たり親会社所有者帰属持分 (円) 1,803.95 1,895.81 2,048.93 2,219.11 2,036.48

親会社所有者帰属持分当期利益率 (%)
(ROE)

3.2 7.4 12.5 12.O 6.4

総資産当期利益率 (ROA) (%) 0.9 2.2 4.O 4.I 2.I

親会社所有者帰属持分比率 (%) 28.8 30.5 32.9 35.O 31.3

有利子負債 (ネット) (億円) 27,703 26,279 25,215 24,271 24,688

Debt-Equ"y Ratio( ネ ット) (倍 ) 1.2 1.l 1.0 0.9 1.0

(注) 1.有利子負債 (ネット) は、有利子負債から現金及び現金同等物と定期預金を控除しています。
2.億円単位の記載金額は、単位未満を四捨五入しています。



① 売上総利益
② 当期利益又は損失 (△)( 親会社の所有者に帰属)
③ 親会社の所有者に帰属する持分及び親会社所有者帰属持分比率
④ 有利子負債 (ネット)及び Debt‐Equb Ratio( ネット)

を記載

4. 主要な事業内容 (2020年 3月 31日現在)
住友商事グループは、グローバルなネットワークを通じて、金属、輸送機 ・建機、インフラ、

メディア・デジタル、生活・不動産、資源・化学品など多岐にわたる事業分野で、各種商品の国
内、輸出入及び海外取引を行うほか、各種のサービス関連事業や事業投資を行うなど、多角的な
事業活動を行っています。

5. 主要な営業所の状況 (2020年 3月 31日現在)

(1) 国内
当社本店 東京都千代田区

当社支社 6か所 北海道支社 (札幌)、東北支社 (仙台)、中部支社 (名古屋)、関西
支社 (大阪) 、中国支社 (広島) 、九州支社 (福岡)

当社支店 5か所 浜松支店、四国支店 (高松) 、新居浜支店、長崎支店、沖縄支店 (那
覇)

(注) 上記のほか、当社の営業所 1か所があります。

国内独立法人
13

法人
1
繁 商事北海道株式会社、住友商事東北株式会社、住友商事九州株式

(注) 上記国内独立法人 3法人が有する本・支店等は 9か所です。

(2) 海外

ー当社支店・ 1 1 1出張所 4か所 ヨハネスブルグ支店、キエフ支店、アルマティ支店、アスタナ出張所

(注) 上記のほか、海外における当社の駐在員事務所 24か所があります。

海外現地法人 38法人

米州住友商事会社 (米国)、ブラジル住友商事会社、欧州住友商事ホー
ルディング会社 (英国)、欧州住友商事会社 (英国)、アフリカ住友商
事会社 (南アフリカ共和国)、中東住友商事会社 (アラブ首長国連邦)、
C雌 住友商事会社 (ロシア)、アジア大洋州住友商事会社 (シンガポ
ール)、中国住友商事会社、上海住友商事会社など

(注) 上記海外現地法人 38法人が有する本・支店等は 87か所です。

6. 従業員の状況 (2020年 3月 31日現在)
(1) 住友商事グループの従業員数

区分 従業員数

金属 8,054 名

輸送機・建機 18,893 名

インフラ 3,687 名

メディア・デジタル 14,524 名

生活・不動産 15,439 名

資源・化学品 9,229 名



(2) 当社の従業員数
合計 5,376名 (対前期末 81名増)
(注) この中には、海外支店・出張所・駐在員事務所が雇用している従業員 169名が含まれています。

7. 重要な子会社の状況
(1) 連結の範囲及び持分法の適用に関する

区分
国際会計基準

第 149期
(2016年度)

第 150期
(2017年度)

第 151期
(2018年度)

第 152期
(2019年度)

連結子会社 664社 654社 626社 663社

持分法適用会
社

286社 293社 305社 294社

区分 会社名 主要な事業内容

金属
EDGEN GROUP INC, (子 )

エネルギー産業向け鋼管・鋼材の
グローバルディス トリビューター

住友商事グローバルメタルズ株式会社 (子)
鋼材・非鉄金属製品の国内外取引及び
その関連事業

輸送機・建機

三井住友ファイナンス& リース株式会 (特)
社

リース業

住友三井オートサービス株式会社 (特) 自動車リース業及び関連サービス

インフラ

PT・ CENTRAL JAVA POWER (子 ) インドネシアにおける発電所リース事業

サミットエナジー株式会社 (子)
国内における発電所の開発・保有・運営及び
電力販売

メディア ・

デジタノレ

SCSK株式会社 (子)
システム開発、エTインフラ構築、
工T マ ネ ジ メ ン ト、 BP0(Business Process

outsourcing) 、 甘 ノ・ー ド ・ソ フ ト販 売

株式会社ジュピターテ レコム (特 )
ケーブルテレビ局及び番組供給会社の統括運
営

生活・不動産
サミット株式会社 (子) スーパーマーケット

FYFFES LエM工TED (子 ) 欧州並びに米州での青果物生産及び卸売業

資源・化学品
M工NERA SAN CR工STOBAL s.A.( うり ボリビアにおける銀・亜鉛・鉛鉱山の操業

1¥PocOALAUsTRAL
工AHOLDINGsPTY( 子) 豪州における石炭事業への投資

その他
米州住友商事会社 (子) 輸出入及び卸売業

欧州住友商事ホールディング会社 (子) 欧州現地法人の持株会社

(2) 主

(注) (子) は連結子会社、 (特)は持分法適用会社です。

その他 2,816 名

合計 72,642名 (対前期末 6,980名増)



借入先 借入額

株式会社三菱UFJ銀行

株式会社日本政策投資銀行

株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行

農林中央金庫

日本生命保険相互会社

三井住友信託銀行株式会社

住友生命保険相互会社

明治安田生命保険相互会社

信金中央金庫

その他

百万円
199,114

143,867

120,321

115,901

90,000

89,888

88,325

88,000

86,000

60,000

715,686

当社単体借入金合計 1,797,101

連結子会社借入金合計 822,741

連結借入金合計 2,619,842

8. 主 な ぴ の 2020 3 31 日

(注) 上記「その他」には、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ銀行、株式会社みずほ銀行のうち、“テ又は
複数行を幹事とするシンジケー トローンが合計で 75,500 百万円含まれています。

9. 資金調達についての状況
住友商事グループの資金調達については、長期・短期借入金及びコマーシャルペーパーの発行

などによるほか、次のとおり社債を発行しています。

. 当社
2019年 7月 第 2回米ドル建無担保社債 543億円 (2024年 7月満期 年利 2.600%)

10. 設備投資についての状況
生活・不動産事業部門において、賃貸事業を主な日的として、国内の商業施設を取得しました。

また、米国のオフィスビルを新たに取得しました。

11.会社の株式に関する事項 (2020年 3月 31日現在)
発行可能株式総数 2,000,000,000株
発行済株式の総数 1,250,985,467株 (対前期末 197,800株増/ 自己株式 1,702,929株を含む)

(注) 発行済株式の総数の増加は、2019年 8月 16日付で譲渡制限付株式報酬として普通株式を発行した
ことによるものです。

183,064名 (対前期末 26,004名増)
100株

株主数
単元株式数
大 主

持株数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 8.77

4.66

109,579

58,183日本 トラステイ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)
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住友生命保険相互会社
55,293

30,855

25,306

19,553

19,000

18,726

18,413

17,385

日本 トラステイ・サービス信託銀行株式会社 (信託口 5)

JPMORGANCHASEBANK 385151

三井住友海上火災保険株式会社
日本 トラステイ・サービス信託銀行株式会社 (信託ロ 9)

日本 トラステイ・サービス信託銀行株式会社 (信託ロ 7)
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(注) 持株比率は、自己株式 (1,702,929株) を発行済株式の総数から控除して算出し、小数点第 3位以下を四捨
五入しています。
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111.会社役員に関する事項
1. ぴ の ;2020 3 31 日

r
・

氏
名

会社における
地位 重要な兼職の状況

中村 邦晴 取締役会長 日本電気株式会社 社外取締役
兵頭 誠之 代表取締役

社長執行役員
高畑 恒- 代表取締役

副社長執行役員
南部 智-*3 代表取締役

専務執行役員
山埜 英樹 代表取締役

常務執行役員
清島隆之 代表取締役

常務執行役員

江原 伸好*4

社外取締役 *1 1ユニゾン・キャピタル株式会社*8 パー トナー

取締役会への
出席状況 主な活動状況

16回中 16回
(100%)

主に金融機関及びプライベー ト・エクイティ・ファンド
運営会社の経営者として培ってきた金融及び企業経営
の分野での長年の経験や幅広い知見に基づき、客観的・
独立的な立場から必要に応じて質問、意見などの発言を
行いました。
また、「指名・報酬諮問委員会」の委員長を務め、委員会
における重要な役割を果たしました。

石田 浩一

社外取締役*1 1有限責任 あずさ監査法人*9 公益監視委員会委員

取締役会への
出席状況 主な活動状況

16回中 16回
(100%)

主に金融機関の経営者及び日本銀行政策委員会の審議
委員として培ってきた金融及び企業経営の分野での長
年の経験や幅広い知見に基づき、客観的・独立的な立場
から必要に応じて質問、意見などの発言を行いました。
また、「指名・報酬諮問委員会」の委員を務め、委員会に
おける重要な役割を果たしました。

岩田 喜美枝*5

社臓締役*11鰯 農園享ノ墓磁 ず10社欄締役
取締役会への
出席状況 主な活動状況

16回中 16回
(100%)

主に官僚及び民間企業の経営者や社外役員として培っ
てきた企業経営やコーポレートガバナンス、企業の社会
的責任、ダイバーシティ等に関する分野での長年の経験
や幅広い知見に基づき、客観的・独立的な立場から必要
に応じて質問、意見などの発言を行いました。また、「指
名・報酬諮問委員会」の委員を務め、委員会における重
要な役割を果たしました。

山崎 恒*6

社外取締役*1
弁護士
全国農業協同組合連合会*11 経営管理委員

取締役会への
出席状況 主な活動状況

16回中 16回
(100%)

主に裁判官及び弁護士としての長年の経験や幅広い知
見に基づき、客観的・独立的な立場から必要に応じて質
問、意見などの発言を行いました。

細野 充彦細野 充彦 常任監査役
(常勤)



村井 俊朗 監査役
(常勤)

笠間治雄

社外監査役*2 弁護士
凸版印刷株式会社*10 社外監査役

取締役会への
出席状況

監査役会への : 主な活動状況
出席状況

16回中 16回
(100%)

15回中 15回
(100%)

主に検察官及び弁護士としての長年の経験や幅広い知
見に基づき、客観的・独立的な立場から必要に応じて質
問、意見などの発言を行いました。

永井敏雄

社外監査役 *2 弁護士
東し株式会社*11 社外監査役

取締役会への
出席状況

監査役会への
出席状況 主な活動状況

16回中 16回
(100%)

15回中 15回
(100%)

主に裁判官及び弁護士としての長年の経験や幅広い知
見に基づき、客観的・独立的な立場から必要に応じて質
問、意見などの発言を行いました。

加藤 義孝*7

社外監査役*2
公認会計士
住友化学株式会社'
三井不動産株式会

;11 社外監査役
生*10 社外監査役

取締役会への
出席状況

監査役会への
出席状況 主な活動状況

16回中 14回
(87.5%)

15回中 14回
(93.3%)

主に公認会計士としての長年の経験や幅広い知見に基
づき、客観的・独立的な立場から必要に応じて質問、意
見などの発言を行いました。

(注) 1. *1は、会社法第 2条第 15号に定める社外取締役の要件を満たしています。また、*1のいずれも、株式会社東京証
券取引所など当社が上場している金融商品取引所が定める独立性基準並びに社内規則「社外役員の選任及び独立性
に関する基準」が定める独立性基準【株主に提供する株主総会招集通知 (事業報告を含む。) においては、「独立
性基準」のページ番号を挿入予定】を満たし、当社はその全員を、各取引所の定めに基づく独立役員として指定し
ています。

2. *2は、会社法第 2条第 16号に定める社外監査役の要件を満たしています。また、*2のいずれも、株式会社東京証
券取引所など当社が上場している金融商品取引所が定める独立性基準並びに社内規則「社外役員の選任及び独立性
に関する基準」が定める独立性基準【株主に提供する株主総会招集通知 (事業報告を含む。) においては、「独立
性基準」のページ番号を挿入予定】を満たし、当社はその全員を、各取引所の定めに基づく独立役員として指定し
ています。

3. *3 南部智一氏は、2019 年 6月 25 日をもって SCSK 株式会社の取締役を退任 しています。

4. *4 江原伸好氏は、2020 年 1月 31 日をもってユニゾン・キャピタル株式会社の代表取締役を退任 しましたが、引き

続き 2020 年 2月 1 日より同社パー トナーを務めています。

5. *5 岩 田喜美枝氏は、2019 年 4月 23 日をもって株式会社ス トライプインターナショナル *10の社外取締役を退任 し

ています。

6. *6 山崎恒氏は、2019年 12月 1日をもって株式会社東京商品取引所*10の社外取締役を退任しています。
7. *7加藤義孝氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
8. *8 当社は、ユニゾン・キャピタル株式会社が出資している株式会社地域ヘルスケア連携基盤に対し出資を行ってお

り、当該出資に当たり同社株主 (ユニゾン・キャピタル株式会社を含む。) との間で株主間契約を締結しています。
また、当社は、ユニゾン・キャピタル株式会社の運営するファンドが出資している株式会社 CHCP ファーマシーに
対し出資を行っており、当該出資に当たり同ファンドとの間で株主間契約を締結しています。

9. *9 有限責任 あずさ監査法人は当社の会計監査人です。

10. *10 東京都、株式会社ス トライプインターナショナル、株式会社 りそなホールディングス、味の素株式会社、凸版

印刷株式会社、三井不動産株式会社と当社との間には、特別な関係はありません。また、当社は株式会社東京商品
取引所の株式を保有していましたが、同社は、2019年 11月 1日付で株式会社日本取引所グループの完全子会社と
なったため、現在、当該株式を保有しておらず、同社と当社との間には、特別な関係はありません。

IL *11 全国農業協同組合連合会、東し株式会社、住友化学株式会社は、当社の取引先です。

12. 川原卓郎氏は、2019年 6月 21日開催の第 151期定時株主総会終結の時をもって、当社常任監査役を辞任しました。



(注 )1,

2,

3.

4,

7.

2. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額
区分 対象人員 報酬等の

総額

内訳

例月報酬 賞与 譲渡制限付

株式報酬

(リストリクテッド‐ストクク)

業績連動型

株式報酬

(′fカーマン 燭 .エクト)

取締役 社内取締役 8名 831百万円 474百万円 194百万円 92百万円 70百万円

社外取締役 5名 65百万円 65百万円

合計 13名 896百万円 540百万円 194百万円 92百万円 70百万円

監査役 社内監査役 3名 87百万円 87百万円

社外監査役 3名 38百万円 38百万円

合計 6名 125百万円 125百万円

当期末現在の人員数は、取締役 10名 (うち社外取締役 4名)、監査役 5名 (うち社外監査役 3名) です。

当社には、使用人を兼務している取締役はいません。

上記「賞与」は、本年 6月 19 日開催予定の第 152期定時株主総会に付議する支給額の上限を記載しています。

上記「譲渡制限付株式報酬」及び「業績連動型株式報酬」は、それぞれ、2018年 6月 22 日開催の第 150期定時株主総

会決議により導入された譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型株式報酬制度に基づき付与された譲渡制限付株式報酬

及び業績連動型株式報酬を指します。【株主に提供する招集通知 (事業報告を含む。) では、次を追記 :当社の役員報酬

制度の概要については、●ページを参照ください。】

上記「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した金額を記載しています。

上記「業績連動型株式報酬」は、2021年及び 2022年に交付する株式の見込数に応じた金銭報酬債権の支給見込額を算

定し、当事業年度に費用計上すべき金額を記載しています。

取締役の報酬 (賞与を除く。)及び監査役の報酬の総額は、過去に開催された株主総会において以下のとおりとすること

が決議されています。他方で、賞与については、業績との連動性が高いことから、毎年、株主総会の決議を経て支給す

ることとしています。

決議内容
決議終了時点の

役員の数
取締役の報酬総額

(賞与を除く)

左記のうち

社外取締役
監査役の報酬総額

第 145期定時株主総会

(2013年 6月 21 日)
年額 12億円以内 年額 6,000万円以内 年額 1億 8,000万円

取締役 12名 (うち、

社外取締役 2名)

監査役 5名 (うち、

社外監査役 3名)

第 150期定時株主総会

(2018年 6月 22 日)
年額 1億円以内

取締役 11名 (うち、

社外取締役 5名)

また、2018年 6月 22 日開催の第 150期定時株主総会において、取締役 (社外取締役を除く) に対し、上記の取締役の

報酬総額 (賞与を除く)の枠内で、「譲渡制限付株式報酬」及び「業績連動型株式報酬」を付与するための金銭報酬債権

を支給されることが決議され、その上限金額及び発行又は処分をされる当社普通株式の総数の上限が、以下のとおり決

議されています。



金銭報酬債権の総額 当社普通株式の総数

譲渡制限付株式報酬 年額 130百万円以内 年 12万株以内

業績連動型株式報酬 年額 430百万円以内 年 18万株以内

合計 年額 560百万円以内 年 30万株以内

※ 上記の「業績連動型株式報酬」の「金銭報酬債権の総額」及び「当社普通株式の総数」 (上限) は、3年間の評価

期間における当社株式成長率等を勘案のうえ、交付する当社普通株式の総数 (及びそのために支給する金銭報酬

債権の総額) が最大となる場合を想定し、設定しています。

取締役の報酬等の内訳欄の各記載金額は百万円未満を四捨五入しているため、それらの合計額と取締役の「報酬等の総

額」は一致していません。また、社内取締役と社外取締役の「報酬等の総額」及び「例月報酬」の各記載金額は百万円

未満を四捨五入しているため、それらの合計額と取締役の合計欄におけるそれぞれの記載金額は一致していません。

3. 責任限定契約の内容の概要
当社は、業務執行取締役等でない取締役及び監査役全員との間で、会社法第 427条第 1項に基

づき、善意かつ重大な過失がないときの責任を法令の定める限度までとする旨の責任限定契約を
締結しています。

4. 執行役員の氏名等 (2020年 4月 1日現在)

会社における
地位 氏名 会社における担当

社長執行役員*1 兵頭 誠之 CEO

副社長執行役員*1 南部 智- メディア ・デジタル事業部門長 CDO*3

専務執行役員 古場 文博 金属事業部門長
専務執行役員 上野 真吾 資源・化学品事業部門長
専務執行役員 岡 省一郎 輸送機・建機事業部門長
専務執行役員 秋元 勉 インフラ事業部門長
専務執行役員*1 山埜 英樹 コーポ レー ト部 門 企画担 当役員 CS0 ・CIO*4

常務執行役員 須之部 潔 住友商事グローバルリサーチ株式会社 代表取締役社長
常務執行役員 小川 英男 内部監査部長
常務執行役員 御子神 大介 東アジア総代表
常務執行役員 石田 洛人 株式会社ティーガイア 副社長執行役員 CSO

常務執行役員 安藤 伸樹 生活・不動産事業部門長
常務執行役員 田中 恵次 国内担当役員、関西支社長
常務執行役員*1 清島 隆之 コーポレー ト部門 人材 ・総務 ・法務担当役員 CA0 ・CCO*5

常務執行役員 中島 正樹 米州総支配人
常務執行役員 塩見 圭吾 アジア大洋州総支配人
常務執行役員 篇房 孝二 コーポレー ト部門 財務 ・経理 ・リスクマネジメント担当役員補佐

(リスクマネジメント担当)
常務執行役員 諸岡 礼二 三井住友ファイナンス&リース株式会社 代表取締役 専務執行役員
常務執行役員 坂本 好之 資源・化学品事業部門長補佐、資源・化学品業務部長
常務執行役員 塩見 勝 コーポレー ト部門 財務 ・経理 ・リスクマネジメント担当役員 CFO

常務執行役員 中村 家久 欧阿中東 C1s総支配人



常務執行役員 芳賀 敏 メディア・デジタル事業部門長補佐、デジタル事業本部長

執行役員 佐藤 計 生活・不動産事業部門長補佐、食料事業本部長

執行役員 野中 紀彦 インフラ業務部長

執行役員 仲野 真司 コーポレート部門 人材・総務・法務担当役員補佐 (人事担当)

執行役員 竹田 光宏 米州総支配人補佐、米州住友商事グループ EVP 兼 CF0、
米州住友商事会社副社長 兼 CFO

執行役員 加藤 真一 自動車モビリティ事業本部長
執行役員 東野 博一 生活・不動産業務部長

執行役員 松崎 治夫 資源第二本部長
執行役員 大伏 勝也 鋼材本部長
執行役員 向田 良徳 財務部長
執行役員 菅井 博之 コーポレー ト部門 財務 ・経理 ・リスクマネジメント担当役員補佐

(経理担当) 、主計部長
執行役員 有友 晴彦 資源第一本部長
執行役員 石田 英一 リース・船舶・航空宇宙事業本部長

執行役員 吉田 伸弘 米州総支配人補佐、南米支配人
執行役員 小池浩 之 メディア・デジタル業務部長
執行役員 和田 知徳 SUM~1ITFRESHPRODUCELDYIITED CEO

執行役員*2 東係 観治 アジア大洋州総支配人補佐、アジア大洋州住友商事グループ
インドネシア住友商事会社社長

執行役員*2 坂田 一成 住友商事グローバルメタルズ株式会社 代表取締役社長
執行役員*2 尾崎 務 欧阿中東 CIS総支配人補佐、欧州住友商事グループ

欧州コーポレート部門長
執行役員*2 山名 宗 欧阿中東 C席総支配人補佐、欧州支配人
執行役員*2 田村 達郎 SCSK株式会社 取締役 常務執行役員
執行役員*2 渡辺 一正 メディア事業本部長
執行役員*2 横槍 雅彦 東アジア総代表補佐、中国住友商事グループ 中国金属部門長、

上海住友商事会社社長
執行役員*2 森 肇 エネルギー本部長
執行役員*2 本多 之仁 鋼管本部長
執行役員*2 鷲田 耕太郎 経営企画部長

(注 )1. *1は、取締役 (代表取締役 ) です。
2. *2は、2020 年 4月 1 日付で新たに就任 した執行役員です。
3. *3 CDO:ChiefDigital of五cer

4. *4CSO:ChiefStrategy of五cer

C工0:Chiefln 食)rlnation0flicer

5. *5 CAO:ChiefAdministration oflicer

CCO:ChiefComplianceofEcer



ウェブ開示事項

会社の新株予約権等に関する事項
当事業年度末日において当社役員等が有する新株予約権に関する事項
(1) ストックオプションとしての新株予約権

①新株予約権の内容の概要

発行年月日 新株予約権の
数

目的である
株式の

種類及び数

新株予約権
1個当たりの
株式数 闇

新株予約権の
行使に際して
払い込むべき
1株当たりの

金額

行使期間

2015年
7月 31 日
(第 14回)

450 個 普通株式
45,000 株

100株 無償 1,532 円
2016 年 4月 1 日から
2020 年 6月 30 日まで

2016年
8月 2 日
(第 15回)

380 個 普通株式
38,000 株

100株 無償 1,124 円
2017 年 4月 1 日から
2021年 6月 30 日まで

2017年
7月 31 日
(第 16回)

1,070 個
普通株式
107,000 株

100株 無償 1,516 円
2018 年 4月 1 日から
2022年 6月 30 日まで

新株予約権 1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権 1個当たりの株式数を
乗じた金額としています。
上記新株予約権には、退任等により行使の条件を満たしていない新株予約権は含まれていません。

②新株予約権を有する者の人数及びその個数 (区分別の内訳)

発行年月日
取締役

(社外取締役を除く)
執行役員

(取締役を除く)

使用人
(当社の資格制度に基づく理

事)

保有者数 個数 保有者数 個数 保有者数 個数
2015年

7月 31 日
(第 14回)

3名 150個 15名 270個 3名 30個

2016年
8月 2 日
(第 15回)

0名 0個 17名 300個 8名 80個

2017 年
7月 31 日
(第 16回)

3名 200個 30名 640個 23名 230 個

(注) 上記新株予約権には、退任等により行使の条件を満たしていない新株予約 はaまれていません。



(2) 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権

①新株予約権の内容の概要

発行年月日 新株予約権
の数

目的である
株式の

種類及び数

新株予約権
1個当たり
の株式数 闇

新株予約権の
行使に際して
払い込むべき
1株当たりの金

額

行使期間

2006年

7月 31 日

(第 1回)

2個 普通株式
2,000 株

1,000 株 無償 1円

当社取締役及び

執行役員のいずれの

地位も喪失した日の

翌日から 10年間

2007年

7月 31 日

(第 2回)

67個 普通株式
6,700 株

100株 無償 1円

当社取締役及び

執行役員のいずれの

地位も喪失した日の

翌日から 10年間

2008年

7月 31 日

(第 3回)

169個 普通株式
16,900 株

100株 無償 1円

当社取締役及び

執行役員のいずれの

地位も喪失した日の

翌日から 10年間

2009年

7月 31 日

(第 4回)

401個 普通株式
40,100 株

100株 無償 1円

当社取締役及び

執行役員のいずれの

地位も喪失した日の

翌日から 10年間

2010年

7月 31 日

(第 5回)

622個 普通株式
62,200 株

100株 無償 1円

当社取締役及び

執行役員のいずれの

地位も喪失した日の

翌日から 10年間

2011年

7月 31 日

(第 6回)

546個 普通株式
54,600 株

100株 無償 1円

当社取締役及び

執行役員のいずれの

地位も喪失した日の

翌日から 10年間

2012 年

7月 31 日

(第 7回)

902個 普通株式
90,200 株

100株 無償 1円

当社取締役及び

執行役員のいずれの

地位も喪失した日の

翌日から 10年間

2013年

7月 31 日

(第 8回)

945個 普通株式
94,500 株

100株 無償 1円

当社取締役及び

執行役員のいずれの

地位も喪失した日の

翌日から 10年間

2014年

8月 1 日

(第 9回)

1,015 個
普通株式
101,500 株

100株 無償 1円

当社取締役及び

執行役員のいずれの

地位も喪失した日の

翌日から 10年間

2015年

7月 31 日

闇雷lo
1,049{固 普通株式

104,900株
100株 無償 1円

当社取締役及び

執行役員のいずれの

地位も喪失した日の
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翌日から 10年間

2016年

8月 2 日

瞥罰11
1,584 個

普通株式
158,400 株

100株 無償 1円

当社取締役及び

執行役員のいずれの

地位も喪失した日の

翌日から 10年間

2017年

7月 31 日

(第 12

回)

1,290 個
普通株式

129,000 株
100株 無償 1円

当社取締役及び

執行役員のいずれの

地位も喪失した日の

翌日から 10年間

(注)新株予約権 1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権 1個当たりの株式数を乗じた金額と
しています。

②新株予約権を有する者の人数及びその個数 (区分別の内訳)

発行年月日

取締役
(社タト取締役を除

く)

監査役
(社外監査役を除く)

執行役員
(取締役を除く)

使用人その他

保有者数 個数 保有者数 個数 保有者数 個数 保有者数 個数
2006 年

7月 31 日

(第 1回)

1名 1個 0名 0個 0名 0個 1名 1個

2007年

7月 31 日

(第 2回)

1名 29個 0名 0個 0名 0個 2名 38個

2008 年

7月 31 日

(第 3回)

1名 39個 0名 0個 0名 0個 4名 130個

2009 年

7月 31 日

(第 4回)

1名 102個 0名 0個 0名 0個 6名 299 個

2010年

7月 31 日

(第 5回)

2名 120個 0名 0個 0名 0個 8名 502 個

2011年

7月 31 日

(第 6回)

2名 117個 0名 0個 0名 0個 8名 429個

2012年

7月 31 日

(第 7回)

4名 259個 0名 0個 2名 52個 13名 591個

2013 年

7月 31 日

(第 8回)

4名 234個 1名 26個 2名 67個 15名 618 個

2014年 3名 188個 1名 24個 5名 139個 16名 664個
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8月 1 日

(第 9回)
2015年

7月 31 日

(第 10
回)

3名 209個 1名 23個 8名 193個 14名 624個

2016年

8月 2 日

(第 11
回)

4名 357個 2名 86個 12名 450個 12名 691 個

2017年

7月 31 日

(第 12

回)

5名 296個 2名 63個 17名 468個 10名 463 個

(注) 当社は、社外取締役及び監査役 (社外監査役を含む。)並びに使用人その他に対し株式報酬型ストック
オプションとしての新株予約権を付与していません。上記の監査役及び使用人その他が保有している新
株予約権は、当人が取締役又は執行役員在任中に付与されたものです。
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ウェブ開示事項

会社の会計監査人に関する事項
1.会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人

2. △ 旨 に ーべ

① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 536百万円

② 当事業年度に係る当社及び当社の連結子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他財産上の利益の合計額 (①の金額を含む)

1,155百万円

(注 1,監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内
} 容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査

人の報酬等につき、会社法第 399条第 1項の同意を行っています。
2.当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第 2条第 1項の業務以外の業務である、会計アドバイザリー
業務などについての対価を支払っています。

3.「1.7,重要な子会社の状況」に記載の主要な連結子会社のうち、米州住友商事会社、欧州住友商事ホールデ
ィング会社などの在外子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けています。

4.当社は、会計監査人との契約において、会社法上の監査に対する報酬等の金額と、金融商品取引法上の監査
に対する報酬等の金額とを明確に区別しておらず、かつ、両者は実質的に区別できないため、これらの金額
を含めて開示しています。

3. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の適格性や独立性を害する事由の発生などにより、その適正な職務遂行に重

大な支障が生じ、改善の見込みがないと判断した場合には、その会計監査人を解任又は不再任とし、新
たな会計監査人の選任議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出する
方針です。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第 340条第 1項各号に定める事項に該当すると認められ、改

善の見込みがないと判断した場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針です。
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ウェブ開示事項
業務の適正を確保するための体制 (内部統制システム)
当社では、実効性の高い内部統制を実現するため、取締役会において会社法第 362条第 4 項第 6号

に規定する体制 (内部統制システム) を定め運用するとともに、毎年運用状況の評価を実施し、継続
的な見直しによって、その時々の要請に合致したシステムの構築を図ることとしています。

2020 年 3 月 31 日現在の当社の内部統制システムの概要及びその運用状況の概要については次のと
おりです。なお、2019年における内部統制システムの運用状況については、2020 年 2 月に開催され
た内部統制委員会において評価を実施し、内部統制システムが有効に機能していることを確認し、
2020年 3 月に開催された取締役会においてその旨を報告しています。

内部 統制 システ ム につ いて は、 当社 ウェブサイ ト (ht中 s:〃www.su ぱnitomoco 中 .comjp/-/media/Files 値 q/a

bouヴgovemance/detaiVintemal con廿oLsystem 一02.pd費 la a) に詳 細 な内容 を掲 載 してい ます。

内部統 制 シス テム の概要 1 運 用状 況 の概 要

1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

● 「住友商事グループの経営理念・行動指針」
における法と規則の遵守の徹底

● 「住友商事グループ・コンプライアンス・ポ
リシー」の策定

● 「コンプライアンス・マニュアル」の作成及

び全役職員への配布
● 「コンプライアンス確認書」を各役職員か

ら取得
● 「CC0( チーフ ・コンプライアンス ・オフ

ィサー )」、「コンプライアンス委員会」、「コ
ンプライアンス・リーダー」及び「スピーク・

アップ制度」の設置

> 「住友商事グル」プの経営理念・行動指針」に
おいて、「法と規則を守り、高潔な倫理を保持
する」ことを掲げ、役職員への周知を図ってい
ます。

> 「住友商事グループ・コンプライアンス・ポ リ

シー」を策定 し、また、「コンプライアンス ・

マニュアル」を全役職員に配布し、これらをイ
ントラネットに掲載すること等により、同ポ
リシーの周知及びコンプライアンスの徹底を
図っています。

> 各種対象者別研修や、事業部門・子会社その他
連結対象会社のニーズに応じたセミナーを実
施するなど、コンプライアンスの啓発・教育に
取り組んでいます。

> 入社時や全役職員対象の研修時に、各役職員
から「コンプライアンス確認書」を取得してい
ます。

> 「スピーク・ア ップ制度」により、コンプライ

アンス推進部、監査役、外部専門業者及び社外
弁護士を窓口として、役職員が直接「CC0( チ
ーフ ・コンプライアンス ・オフィサー )」にコ

ンプライアンス上の情報を連絡できるルート
を確保しています。

> 「スピーク・アップ制度」の活発な利用を促進
するため、本社の各執務フロアの掲示板にお
ける本制度に関するポスターの掲示、本制度
の連絡先を記載した携帯用カードの配布のほ
か、同制度の運用方法をより詳細に記載した
細則の制定等を実施しました。

》 2019 年は、「コンプライアンス委員会」を 3
回開催し、当委員会の中で、2018 年の活動内
容、2019 年のコンプライアンス施策等を報告
し、議論を行いま した。また、コンプライア

ンス施策の一つとして、「インサイダー取引
防止セミナー」、「個人情報の保護に関するセ
ミナ ー」、「パ ワハ ラ防止 セ ミナー」、「セ クハ
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ラ防止セミナー」等を実施しました。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

. 重要文書 (取締役会議事録を含む。)や職務
執行・意思決定に係る情報の適切な保存・管
理

● 情報漏洩等の防止措置の実施
● 職務執行に係る重要文書の監査役による適

時の閲覧

> 左記の重要文書・情報については、社内ルー
ルに基づき適切に保存し管理するとともに、
「情報管理基本規程」において、情報セキュ
リティに関する役職員の責務、情報セキュリ
ティの体制、機密情報の管理など情報の社外
漏洩防止のための措置について定め、実施し
ています。

> 2019 年も情報セキュリティ教育・啓発のた
め、「情報管理者セミナー」の開催や全役職員
向けの「標的型攻撃〆」ル訓練」をはじめと
する施策を実施するとともに、当社グループ
における情報セキュリティ事件・事故事例に
ついて定期的に情報発信しました。

> 監査役から回付依頼のあった書類について
は、監査役に回付し閲覧に供しています。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・ リスク管理の目的を、業績安定、体質強化、

信用維持の 3点とし、投資及び商取引それ

ぞれに固有のリスクファクター及び共通の

リスクファクターを分析 ・管理

● 社内ルールの制定、リスク管理の方針・手
法 ・ガイ ドラインの策定などを通じたリス
ク管理の枠組み構築とモニタリング及び必
要な改善の実施

● 「経営会議」の諮問機関として「内部統制委
員会」、「全社投融資委員会」及び「サステナ
ビリティ推進委員会」を設置

● 災害時の業務復旧プランの策定
● 社長執行役員直属の独立した組織である

「内部監査部」の設置及び内部監査結果の
社長執行役員・取締役会への報告

> リスク管理に関する社内規則を改定し、当社
のリスク管理については、事業活動を投資と
商取引に区分し、それぞれに固有のリスクフ
ァクター及び双方に共通するリスクファク
ターを特定のうえ、その発生する蓋然性及び
発生したときの影響を分析・評価することに
より、リスク管理の目的を果たすよう最大限
努めることとしました。また、定量化が可能
なリスクのうち、特に全社に大きな影響のあ
るカントリー ・リスク及び主要資産の状況に
ついて定期的に取締役会で報告しています。

> 社内ルールの制定、リスク管理の方針・手法・
ガイ ドラインの策定などを通じ、全社レベル
のリスク管理に関する枠組みの構築とモニ
タリング及び必要な改善を行うとともに、適
宜マニュアルの作成・配布や研修を通じて、
リスク管理レベルの向上を図っています。

> 2019 年は、2020 年 4月に施行される民法改
正にむけて、関連する Q&A をまとめた「民
法改正に関する Q&A 」等を社内に発信する
とともに、関連セミナーも実施しました。ま
た、独禁法や公務員に対する贈賄防止につい
て社内研修を実施しました。

> 2019年は「内部統制委員会」を 3 回開催し、
内部統制システムの内容や内部統制に係る
活動状況のレビューを実施しました。

> 「全社投融資委員会」を通じて、経営会議に
おける意思決定の質の向上を図っています。

> 2019 年は、「サステナビリティ推進委員会」
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において、社会・環境に関するリスク管理の
高度化に向けた取組、社会・環境関連リスク
事案に関する報告を行いました。

> 2019年 4月に災害対策の推進等を担う災害・
安全対策推進部を発足させました。同部を中
心として、業務復旧プランを策定し、初動対
応チームによる定例会議を実施しています。
特に 2019 年は、災害対応能力向上のための
施策として、救命講座及び女性役職員を対象
とした防災セミナーを実施しました。

> 「内部監査部」を設置し、内部監査部が実施
した内部監査結果を社長執行役員及び取締
役会に報告しています。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

● 取締役の人数を、取締役会において十分な
議論及び迅速かつ合理的な意思決定を行う
ことができる人数とすること

● 社外取締役の複数名選任による多様な視点
からの意思決定及び監督機能の強化

● 業務執行の責任と権限明確化及び取締役会
の監督機能強化を目的とした執行役員制度
の導入

● 取締役の任期 :1 年
● 取締役会長及び社長執行役員の任期 :原則

6 年以下
● 取締役会の諮問機関である「指名・報酬諮問

委員会 (過半数は社外取締役)」の設置
● 意思決定機関としての「経営会議」、諮問機

関としての各種委員会及び情報交換のため
の各種会議体の設置

・ 取締役会要付議事項及び重要事項決裁権限
の明文化

> 取締役の人数は、取締役会において多様な提
言を行い十分な議論を尽くすことができる
人数となっており、迅速かつ適切な意思決定
及び監督機能の強化を図っています。

》 取締役の任期は 1年となっており、取締役会
長及び社長執行役員の任期は 6年を超えて
いません。

> 「指名・報酬諮問委員会」では、社外取締役
が委員長を務めています。 2019 年は、相談
役・名誉顧問制度の見直しに関する検討等を
行い、その結果を取締役会に答申しました。

> 意思決定機関としての「経営会議」のほか、
議論・情報共有の場として各種会議体を設置
するとともに、「経営会議」の諮問機関として
中期経営計画推進サポート委員会等を設置
しています。

> 「取締役会規程」等の社内ルールにおいて取
締役会への付議事項を定め、役職ごとの職責
や重要事項に関する決裁権限を定めていま
す 。

5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の;商正を確保するための体制

. 法と規則の遵守を含む「住友商事グループ
の経営理念・行動指針」を通じた、当社グル
ープとして遵守すべき価値観の共有及び体
制整備の指導

● 子会社その他連結対象会社における「経営
上の重要事項」についての当社宛打合せ・報
告事項の制定及び当社から派遣した監査役
等を通じた子会社その他連結対象会社の管
理

. 子会社その他連結対象会社における内部統
制の実施支援並びにリスク管理に関する枠
組みの構築及び改善支援

> 当社グループ内で「住友商事グループの経営
理念・行動指針」を周知徹底し、各種対象者
別研修を実施するなど啓発・教育に取り組ん
でいます。

》 連結対象会社ごとをこ「経営上の重要事項」を
実施する場合の社内手続について定めてい
ます。監査役を派遣する連結対象会社等の判
断基準、派遣監査役の選定手続及び当社から
派遣した監査役が最低限実施すべきことを
明確化し、派遣監査役に対して研修や情報共
有等を実施しています。

> 子会社向けの内部統制に関する教育・啓発活
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● 当社が経営主体となる子会社その他連結対

象会社を内部監査の対象とする旨の社内ル
ールの制定

● 月次ベースでの連結業績の把握及び管理

動、リスクマネジメント研修への子会社社員
の参加、「住友商事グループ・コンプライアン
ス・ポリシー」についての研修・説明会を通
じた周知、子会社用モデル規程集の提供や
「スピーク・アップ制度」導入推進等を通じ
て子会社その他連結対象会社を支援してい
ます。

> 「中期経営計画 2020」で掲げた「ガバナンス
の高度化」を実現すべく、グループガバナン
ス高度化プロジェクト (注)を推進しました。
2019 年は、本プロジェクトに関するガイドブ
ックの解説を目的としたセミナーを実施す
るとともに、事業会社の管理部門責任者向け
に内部統制に関する事例を共有する等して
本プロジェクトの更なる周知・浸透を図りま
した。

(注 )子会社の内部統制の構築・運用・評価・
改善のために整備・運用すべき基礎的な事項
を定め、当該事項に関する当社と子会社との
間の定期的な対話を通じて、子会社における
内部統制システムを評価し、課題を特定し、
改善することを支援するプロジェクト。

> 内部監査の対象となる子会社その他連結対
象会社の監査結果は社長執行役員及び取締
役会に報告しています。

6. 監査役の職務を補助する使用人に関する事項

● 監査役の補佐組織である「監査役業務部」の
設置及び専任スタッフ若干名の配置

● 「監査役業務部」に対する指示者及び「監査
役業務部」の職責の明文化 (「監査役業務部」
が監査役の補佐を行う組織であることの明
確化)

. 監査役による「監査役業務部」の人事評価の
実施及びその人事異動の際の監査役との事
前協議の実施

> 「監査役業務部」では、専任スタッフを若干
名置いています。

> 社内規則において、監査役業務部長の指示者
が監査役であること、「監査役業務部」の所管
業務が監査役の職務の補佐業務であること
を明文化しています。

> 監査役業務部長の人事評価については、監査
役会が指名する監査役が行っており、その人
事異動については、監査役会が指名する監査
役と事前に協議を行い、監査役の同意を得て
実施しています。

7. 監杏役への報告に関する体制

. 監査役が「経営会議」を含む全ての会議に出
席できる体制の整備

. 当社、子会社その他連結対象会社に係る業
務執行に関する重要書類の監査役への回
付、役職員から監査役への報告・説明

● 上記の報告をした者及び「スピーク・アップ
制度」による連絡をした者が当該報告・連絡
を理由に不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制の整備

> 社内規則に基づき、監査役は、取締役会のほ
か、「経営会議」、「全社投融資委員会」、「内部
統制委員会」、「サステナビリティ推進委員
会」及び 「コンプライアンス委員会」等の重
要な会議に出席しています。

> 監査役からの要請により業務執行に関する
重要書類の回付を行っているほか、監査役の
求めに応じて各社の事業について役職員か
ら報告 ・説明を行っています。
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・

> 監査役に対して上記の報告をした者が当該
報告を理由に不利な取扱いを受けることの
ないように しています。また、「スピーク・ア

ップ制度」による連絡をした者が不利な取扱
いを受けないこと及び禁止される不利益な
取扱いが行われていると考えられる場合に
はスピーク・アップ受付窓口に申し出ること
ができることを社内ルール上明記していま
す。

8. その他監査役の諾否が実効的に行われることを確保するための体制

・ 社外監査役に法律や会計等の専門家を登用
● 内部監査計画・結果の監査役への報告など、

効率的な監査に資するための「内部監査部」
と監査役との緊密な連携の維持

・ 監査活動の効率化と質的向上を目的とした
監査役と会計監査人との情報交換の実施

● 当社監査役と当社子会社の監査役等との情
報交換の実施

・ 監査役の職務の執行について生じる費用又
は債務の処理方法の明確化

> 「内部監査部」は、事業年度開始前に内部監
査計画を監査役に提出し、内部監査の結果に
ついては逐次監査役と共有し、緊密に意見交
換をしています。また、会計監査人への定期
的な監査結果の共有も実施しています。

> 監査役は、会計監査人と定例会、子会社常勤
監査役との情報連絡会や少人数に分けての
ミーティングなどを実施しています。2019 年
においても、少人数に分けてのミーティング
を複数回開催し、事業会社の常勤監査役との
意見交換及び情報交換を実施しました。

》 監査役の職務の執行について生じる費用又
は債務については、予算案の策定や執行状況
の管理を含め、社内ルールに従って処理して
います。

以 上

(備考)事業報告の億円単位及び百万円単位の記載金額は、それぞれ単位未満を四捨五入しています。また、千株単位の

株式数は、単位未満を切り捨てています。



連結計算書類及び計算書類

第 15 2 期

2 019 年 4月 1 日から

2 0 2 0年 3月 31 日まで

連結財政状態計算書

連結包括利益計算書

連結持分変動計算書

連 結 注 記 表

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 二 丁 目 3 番 2 号

住 友 商 事 株 式 会 社
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監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年 4月 1日から 2020年 3月 31 日までの第 152期事業年度の取締

役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告

書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1
1 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担

等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等及び会計監査人と意思疎通を図

り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施

しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社

及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社

については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要

に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を

確保するために必要な体制の整備 (会社法第 362条第 4項第 6号)に関する取締役

会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制 (内部統制システム) につ

いて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受

け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内

部統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評価

及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要

に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる

ことを確保するための体制」(会社計算規則第 131条各号に掲げる事項)を「監査に

関する品質管理基準」(2005年 10月 28日企業会計審議会)等に従って構築及び運

用している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類 (貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並

びに連結計算書類 (連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及

び連結注記表) について検討いたしました。



2. 監査の結果

(1)事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい

ても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す 。

(3)連結計算書類の監査結果

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2 0 2 0年 5月 14 日

住友商事株式会社 監査役会

紬査役(常勤) 細 充彦臨 も

監査役(常勤) 村 井 俊 朗 繕 い)
、‐--ー)" ,r

ー
′,/

監査役 笠 間治 雄
@

監査役 永井敏雄
鮮 少　　　　
　　　　　　　　　　

キメラ
監 査 役 加 藤 義 孝 {‘ゞ ＼

r＼もて」さ三一/
ミf‘/)/

(注)監査役笠間治雄、監査役永井敏雄及び監査役加藤義孝は、会社法第 2条第 16 号及

び第 3 3 5条第 3項に定める社外監査役です。







別紙 3 吸収分割承継会社の最終事業年度に係る計算書類等 

 

  



事　業　報　告　

第　２４　期

２０１９年４月　１日から

２０２０年３月３１日まで

東京都千代田区神田錦町一丁目４番地３

住商マリン株式会社



１． 事業の概況
（1） 事業の経過及び成果

（2） 事業成績及び財産の状況の推移
（単位：千円）

区分 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期

売上高
276,000 288,000 320,000 348,000 372,000 372,000

税引前当期
純利益

7,553 12,857 7,332 26,807 18,200 25,095

4,345 8,194 4,675 18,855 11,793 17,094
1株当り当期

純損益
(円） 7,242 13,656 7,791 31,426 19,656 28,490

総資産
73,149 93,445 104,678 143,213 137,759 149,296

事業報告

（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

① 事業の経過

　 2020年3月期の事業計画では当期税引後純損失額を2,813千円と策定していたが、通年の実績として
　 税引後純利益17,094千円を計上した。主な要因は、旅費交通費・交際費など直接活動経費の大幅
　 縮減と新規採用の期ずれによる人件費・業務委託費の低減によるものである。

　 2020年3月末現在の当社業務による取扱い船は、以下の通り。

   a)  船舶SPC保有船(住商支配船）6隻
　 b)  用船仲介業務（住商Disponent Owner案件を含む） 61隻
   c)  Triton Navigation B.V.社保有船に対する技術支援　24隻
 
　　当年度内において上記のa)ならびに b)に関連する隻数の増減は以下の通り。
　　 a)　竣工 無し、売船 2隻（Stove Friend/Stove Tide)
  　 b)　新規引継 10隻、返船 7隻（内１隻は当社取扱いの売船）

 　当年度より、住友商事㈱ 船舶事業部の船舶トレード支援を目的として、当社内に船舶営業部を新設し、
　 新規キャリア採用者２名を配属した。また、追加で同部人材の募集を行い、１名の採用内定に至った。

② 新年度の目標

　 前年度に引続き「住商マリンの在り方」「目指す姿」を業務指針とした上で、下記の組織目標を設定。
　 ●コンプライアンスの更なる徹底 ～業法対応から自社ルール遵守まで
 　●コロナの影響を確実に回避し、今後の対応を先取りしていく
　 ●船舶営業を土台から支援する為の実力向上と組織/陣容の強化
　 ●船舶ＢＬでの新規取組みを実務面で確実にサポートする
　 ●自ら価値を生み出す組織となる為の社内連携と意識改革
　　※キーワード：「コミュニケーション」 「ネットワーク」 「スキル」 「リーダーシップ」

当期純利益



２．
（1）

①
②
③ Disponent Owner取引並びに用船仲介取引のPost Fixture業務
④ 中古船仲介取引支援業務
⑤ Triton Navigation B.V.社を含む船舶事業へのTechnical Advice業務
⑥ 舶用機材ビジネス
⑦ 住友商事㈱船舶事業部の営業支援並びに技術サポート

（2） 主要な事業所

（3） 株式の状況
① 株
② 株
③ 名

（4） 大株主の状況

株 ％ 株 ％

（5） 従業員の状況 (役員・派遣社員含まず）

名 歳

（6） 企業結合の状況

（7） 取締役及び監査役の状況    

児玉　久治

重要な兼職：該当事項なし

3. 決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実
該当事項なし

会社の概況
主要な事業内容

船舶SPCの経理・決算等の受託業務
船舶SPC保有船の運航管理受託業務

本社　 東京都千代田区神田錦町一丁目4番地3

会社が発行する株式の総数 2,400
発行済株式の総数 600
株主数 1

株主名
当社への出資状況 当社の大株主への出資状況

持株数 議決権比率 持株数 出資比率

住友商事株式会社 600 100 - -

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数
21 1名退職/2名入社 49 6

当社の親会社は住友商事株式会社で、同社は当社の議決権の100％を所有。

地位 名称 担当または主な職業
代表取締役社長 須濱　隆志 会社業務全般
取締役 豊田　高徳 非常勤
取締役 非常勤
監査役 纐纈　超 非常勤



第 期

年 4 月 1 日 から

年 3 月 31 日 まで

住商マリン株式会社

東京都千代田区神田錦町１丁目４番地３　　　

個 別 注 記 表

計 算 書 類

貸 借 対 照 表

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

損 益 計 算 書

24

2019

2020



住商マリン株式会社

（単位：円）

96,171,220 47,234,355

現金及び預金 88,362,369 未払金 1,350,623

前払費用 4,350,271 その他未払金 7,363,291

その他未収入金（連結納税） 3,458,580 未払費用 3,614,920

立替金 0 賞与引当金 25,023,140

仮払金（交際費） 0 未払法人税等 2,148,200

未払消費税 6,378,604

預り金 1,355,577

53,125,276 24,617,100

3,688,163 退職給付引当金 24,617,100

建物 2,519,784

器具及び備品 1,168,379 71,851,455

4,500

ソフトウェア 0 77,445,041

電話加入権 4,500 30,000,000

49,432,613 47,445,041

貸借保証金 30,706,308 利益準備金 7,500,000

繰延税金資産（長期） 18,726,305 （ その他利益剰余金　 　　　） 39,945,041

　繰越利益剰余金 39,945,041

77,445,041

149,296,496 149,296,496資 産 合 計

貸　借　対　照　表
（2020年3月31日現在）

科　　　　　目　 金　　　額 科　　　　　　目 金　　　額

資　　　産　　　の　　　部 負　　　債　　　の　　　部

【 流 動 資 産 】 【 流 動 負 債 】

【 固 定 資 産 】 【 固 定 負 債 】

（ 有 形 固 定 資 産 ）

（ 無 形 固 定 資 産 ）

負 債 合 計

純　　資　　産　　の　　部

【 株 主 資 本 】

【 資 本 金 】

【 利 益 剰 余 金 】（ 投 資 そ の 他 の 資 産 ）

純 資 産 合 計

負 債 ・ 純 資 産 合 計



住商マリン株式会社

（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

（単位：円）

受取手数料 372,000,000 372,000,000

売 上 総 利 益 372,000,000

350,377,856

営 業 利 益 21,622,144

受取利息 1,143

その他 3,484,750 3,485,893

その他 13,299 13,299

経 常 利 益 25,094,738

税 引 前 当 期 純 利 益 25,094,738

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 10,187,277

法 人 税 等 調 整 額 △ 2,186,453 8,000,824

当 期 純 利 益 17,093,914

【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】

【 営 業 外 収 益 】

【 営 業 外 費 用 】

金　    　　額

損　益　計　算　書

【 売 上 高 】

科        　　　目



住商マリン株式会社

（単位：円）

繰越利益剰余金

当期首残高
30,000,000 7,500,000 34,644,620 42,144,620 72,144,620 72,144,620

当期変動額

剰余金の配当
△ 11,793,493 △ 11,793,493 △ 11,793,493 △ 11,793,493

当期純利益
17,093,914 17,093,914 17,093,914 17,093,914

当期変動額合計
0 0 5,300,421 5,300,421 5,300,421 5,300,421

当期末残高
30,000,000 7,500,000 39,945,041 47,445,041 77,445,041 77,445,041

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

株主資本

純資産
合計

資本金
利益剰余金

合計

利益剰余金

株主資本
合計

利益準備金
その他利益剰余金



1．重要な会計方針に関する注記

(1)固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 ・・・・・ 定額法

②無形固定資産 ・・・・・ 定額法

(2）引当金の計上方法

①賞与引当金 ・・・・・ 従業員に支給する賞与の当期負担分について、支給見込額基準

により計上しております。

②退職給付引当金 ・・・・・ 従業員の退職給付に備えるため、退職給付規程に基づく

期末要支給額により計上しています。

(3)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(4)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

連結納税制度を適用しております。

2．株主資本等変動計算書に関する注記

(1)当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数 普通株式 株

(2)当事業年度の末日における自己株式数の種類及び総数 普通株式 株

(3)剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

2019年6月20日開催の第23期定時株主総会決議による配当に関する事項

・ 株式の種類

・ 配当金の総額 円

・ 1株当たり配当金額 円 銭

・ 基準日

・ 効力発生日

②基準日が当該事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2020年6月22日開催の第24期定時株主総会決議による配当に関する事項

・ 株式の種類

・ 配当の原資

・ 配当金の総額 円

・ 1株当たり配当金額 円 銭

・ 基準日

・ 効力発生日

(4)当事業年度の末日において発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び総数

普通株式 株

3．その他の注記

該当事項ありません。

個　別　注　記　表

600

0

11,793,493

普通株式

2020年6月23日

0

2019年3月31日

2019年6月20日

17,093,914

2020年3月31日

8628,489

普通株式

利益剰余金

19,655 82





別紙 4 債務の履行の見込みに関する事項 

 

1. 吸収分割会社について 

吸収分割会社の最終事業年度の末日（2020 年 3 月 31 日）現在の貸借対照表における資

産の額は 4,289,019 百万円、負債の額は 3,064,407 百万円です。また、吸収分割会社が本

吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる予定の資産及び負債は生じない見込み

であるため、本吸収分割が吸収分割会社の財務状況に及ぼす影響は軽微であると考え

ます。 

これらを前提として、吸収分割会社の最終事業年度の末日から現在に至るまでに資産

及び負債の額に生じた変動、さらに今後本効力発生日までに予測される資産及び負債

の額の変動を考慮しても、本効力発生日以後において吸収分割会社の資産の額は負債

の額を十分に上回ることが見込まれます。 

また、本効力発生日までの間における上記の見込みに重大な支障を及ぼすような事態

の発生や、本効力発生日以後に吸収分割会社による債務の履行に重大な支障を来すよ

うな大幅な減収、継続的な損失等の発生は、現時点では予想されておりません。 

 

以上より、本効力発生日以後における吸収分割会社の債務について、吸収分割会社によ

る履行の見込みに問題はないものと判断しております。 

 

2. 吸収分割承継会社について 

吸収分割承継会社の最終事業年度の末日（2020 年 3 月 31 日）現在の貸借対照表におけ

る資産の額は 149 百万円、負債の額は 72 百万円です。また、吸収分割承継会社が本吸

収分割により吸収分割会社から承継する予定の資産及び負債は生じない見込みである

ため、吸収分割承継会社の最終事業年度の末日から現在に至るまでに資産及び負債の

額に生じた変動、さらに本効力発生日までに予測される資産及び負債の額の変動を考

慮しても、本効力発生日以後において、吸収分割承継会社の資産の額は負債の額を十分

に上回ることが見込まれます。 

また、本効力発生日までの間における上記の見込みに重大な支障を及ぼすような事態

の発生や、本効力発生日以降に吸収分割承継会社による債務の履行に重大な支障を来

すような大幅な減収、継続的な損失等の発生は、現時点では予想されておりません。 

 

以上より、本効力発生日以降における吸収分割承継会社の債務について、吸収分割承継

会社による履行の見込みに問題はないものと判断しております。 

 

以上 
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